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発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
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一
箇
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三
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八
千
八
百
八
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円
）

大
分
県
警
察
が
保
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す
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情
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の
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等
に
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す
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務
取
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程
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正
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…
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五
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規
　
　
　
　
　
則

　
大
分
県
統
計
条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
等
を
行
う
統
計
調
査
員
そ
の
他
の
職
員
の
身
分

を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
六
号

　
　
　
大
分
県
統
計
条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
等
を
行
う
統
計
調
査
員
そ
の
他
の

　
　
　
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大
分
県
統
計
条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
等
を
行
う
統
計
調
査
員
そ
の
他
の
職
員
の
身
分

を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
別
記
様
式
（
裏
面
）
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
分
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
七
号

　
　
　
大
分
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大
分
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
二
の
一
の
一
二
の
項
及
び
別
表
第
三
の
一
一
の
項
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

　
第
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
第
四
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



令
和
元
年
七
月
一
日

二

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
八
号

　
　
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

　
　
　
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
三
十

六
年
大
分
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
四
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
及
び
第
八
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日
本
産
業
規

格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
九
号

　
　
　
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
栄
養
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
十
号

　
　
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部

　
　
　
を
改
正
す
る
規
則

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
八
年
大
分

県
規
則
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
五
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「平

成　
年　

月　
日

」
を
「

　
　
　

年　
月　
日

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
「明

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
第
九
号
様
式
中
　大

正　
　

年　
　

月　
　

日

　
　
を
　
　
　
　
　
　年　

　
月　
　

日

　
に
、
「平

成

　
　
　
　
　
　
　
　昭

和

　
　
　
　
　
　
　
　平

成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　

年　
　

月　
　

日

」
を
「

　
　
　
　

年　
　

月　
　

日

」
に
改
め
る
。

　
第
十
号
様
式
中
「明

治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成

　
　
　
を
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　年　

　
月　
　

日
生

（
　歳

）
」
　
　
　
　年　

　
月　
　

日
生

（
　歳

）
」

「日
本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
「明

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
第
十
二
号
様
式
中
　大

正　
　

年　
　

月　
　

日

　
　
を
　
　
　
　
　
　年　

　
月　
　

日

　
に
、
「平

　
　
　
　
　
　
　
　
　昭

和

　
　
　
　
　
　
　
　
　平

成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

成　
　

年　
　

月　
　

日

」
を
「
　

　
　
　

年　
　

月　
　

日

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
障
害
者
及
び
障
害
児
に
係
る
指
定
事
業
者
等
の
業
務
管
理
体
制
の
整
備
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
十
一
号

　
　
　
障
害
者
及
び
障
害
児
に
係
る
指
定
事
業
者
等
の
業
務
管
理
体
制
の
整
備
の
届
出
に
関
す
る
規

　
　
　
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
障
害
者
及
び
障
害
児
に
係
る
指
定
事
業
者
等
の
業
務
管
理
体
制
の
整
備
の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
四
年
大
分
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「平

成　
年　

月　
日

」
を
「
　

　
　

年　
月　

日

」

に
、
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則



令
和
元
年
七
月
一
日

三

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

  
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
美
し
く
快
適
な
大
分
県
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
十
二
号

　
　
　
美
し
く
快
適
な
大
分
県
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
美
し
く
快
適
な
大
分
県
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
大
分
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

  

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
分
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
十
三
号

　
　
　
大
分
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大
分
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
大
分
県
規
則
第
七
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
十
四
条
第
十
号
ハ
及
び
第
十
九
条
第
六
号
ニ
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。

　
第
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
三
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「日
本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

  

こ
の
規
則
中
第
十
四
条
第
十
号
ハ
及
び
第
十
九
条
第
六
号
ニ
の
改
正
規
定
は
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
、
第
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま

で
及
び
第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
三
十
二
号
様
式
ま
で
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

                                        

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
十
四
号

　
　
　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
十
六
号
様
式
中
「平

成　
　

年　
　

月　
　

日

」
を
「
　

　
　
　

年　
　

月　
　

日

」
に
、
「日

本
工

業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
第
十
七
号
様
式
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
、
第
二
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式
中
「平

成　
　

年　
　

月　
　

日

」
を
「
　

　
　
　

年　
　

月　
　

日

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
分
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
十
五
号

　
　
　
大
分
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大
分
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
百
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
一
の
二
五
の
項
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

　
第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
分
県
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
十
六
号

　
　
　
大
分
県
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大
分
県
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
大
分
県
規
則
第
七
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



令
和
元
年
七
月
一
日

四

大
分
県
報
号
外
（
規
則
・
公
安
委
告
示
・
警
察
本
部
告
示
）

　
別
表
第
一
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
項
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
分
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

                                        

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
十
七
号

　
　
　
大
分
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大
分
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
大
分
県
規
則
第
百
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
七
号
様
式
の
二
中
「平

成　
　

年　
　

月　
　

日
」
を
「
　

　
　
　

年　
　

月　
　

日

」
に
改
め
る
。

　
第
十
五
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
分
県
青
果
物
規
格
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
十
八
号

　
　
　
大
分
県
青
果
物
規
格
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大
分
県
青
果
物
規
格
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
一
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
及
び
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
十
九
号

　
　
　
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
及
び
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　
　
　
す
る
規
則

　
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
及
び
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
大
分
県
規
則
第

八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
記
様
式
第
一
号
（
そ
の
一
）
、
別
記
様
式
第
一
号
（
そ
の
二
）
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「日

本
工
業

規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
都
市
計
画
法
に
よ
る
建
築
等
の
許
可
の
申
請
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
元
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

大
分
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　
都
市
計
画
法
に
よ
る
建
築
等
の
許
可
の
申
請
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
規
則

　
都
市
計
画
法
に
よ
る
建
築
等
の
許
可
の
申
請
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
規
則
第

三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
五
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
公
安
委
員
会
告
示

○
警

察

本

部

告

示

大
分

県
公

安
委

員
会

告
示

第
2
2
号

大
分

県
警

察
本

部
告

示
第

1
0
号

　
情

報
提

供
推

進
要

綱
　

平
成

1
4
年

大
分

県
公

安
委

員
会

告
示

第
2
5
号

平
成

1
4
年

大
分

県
警

察
本

部
告

示
第

2
1
号

　
　

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

元
年

７
月

１
日



令
和
元
年
七
月
一
日

五

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
告
示
・
警
察
本
部
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

○
警

察

本

部

訓

令

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
岩

　
　

　
本

　
　

　
光

　
　

　
生

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
警

察
本

部
長

　
　

石
　

　
　

川
　

　
　

泰
　

　
　

三
　

　
第

５
条

第
２

項
中

「
日

本
工

業
規

格
」

を
「

日
本

産
業

規
格

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
告

示
は

、
公

示
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

４
号                                                                  警

　
察

　
本

　
部

　

                                                                  警
　

察
　

学
　

校
　

                                                                  警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

報
発

行
規

程
（

平
成

６
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
４

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正

す
る

。

　
　

令
和

元
年

７
月

１
日                                              大

分
県

警
察

本
部

長
　

石
　

川
　

泰
　

三
　

　
別

記
様

式
中

「
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

」
を

「
　

　
年

　
　

月
　

　
日

」
に

、
「

日
本

工
業

規
格

」

を
「

日
本

産
業

規
格

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
公

示
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

５
号                                                                  警

　
察

　
本

　
部

　

                                                                  警
　

察
　

学
　

校
　

                                                                  警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

が
保

有
す

る
個

人
情

報
の

開
示

等
に

関
す

る
事

務
取

扱
規

程
（

平
成

1
8
年

大
分

県
警

察
本

部

訓
令

甲
第

1
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

令
和

元
年

７
月

１
日                                              大

分
県

警
察

本
部

長
　

石
　

川
　

泰
　

三
　

　
第

1
8
条

第
５

項
第

３
号

ウ
中

「
日

本
工

業
規

格
」

を
「

日
本

産
業

規
格

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
公

示
の

日
か

ら
施

行
す

る
。


